
職業センターご利用の流れ
－障害者支援業務について－

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

埼玉支部 埼玉障害者職業センター

資料 ①
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本日の内容

（１）障害者職業センターについて、職業相談・職業評価

（２）職業準備支援

（３）ジョブコーチ支援

（４）事例紹介

（５）リワーク支援

（６）就労支援に関わる支援者向けサービス
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（１）障害者職業センターについて
職業相談・職業評価

3



・「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設
置・運営している施設です。

障害者職業センターとは

・ハローワークをはじめとする関係機関と密接な連
携を取りながら、障害のある方や事業主の方に対し
て職業リハビリテーションサービスを提供していま
す。

略称を「じーど」と言います
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・職業準備支援

・リワーク支援
→上記利用にあたって職業評価
を実施します

・職業評価

・ジョブコーチ支援

埼玉障害者職業センターは庁舎が２か所に分かれており、それぞれ提供してい
るサービスが異なります

本庁舎
さいたま市桜区下大久保136-1

支援室
さいたま市南区沼影1-20-1

武蔵浦和大映ビル302・303
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就職・雇用

職業相談・職業評価 職業リハビリテーション計画の策定
知的障害者判定・重度知的障害者判定

職 業 準 備 支 援
・障害特性や職業上の課題の
 把握及び改善
・職業に関する知識の習得
・社会生活技能等の向上

就職・復帰後の職場適応指導
ジョブコーチによる支援

（雇用前支援・雇用と同時支援・雇用後支援）

精神障害者職場復帰支援
・職場復帰のコーディネート
・リワーク支援

雇用継続 職場復帰

関係機関への援助
・関係機関に対する技術的助言・援助、協同支援、実習

・障害者の就労支援に関する基礎的研修、フォローアップ研修
・ジョブコーチ研修（養成・サポート）

事業主支援
・障害者雇用に関する相談、援助

・事業主支援ワークショップによる企業の主体的取組の促進
・事業主支援計画に基づく体系的支援

・ハローワークによる雇用率未達成指導との連携

障

害

者

事
業
主

関
係
機
関

障害者職業センターの業務

求職活動支援
・職業相談
・面接同行
・職場実習
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よくある質問（全支援共通）
※各支援の具体的な対象者や利用の流れについては、各支援のページをご覧ください。

参考資料 ①
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Q1.利用には障害者手帳が必要ですか？

A.必須ではありませんが、以下①②の両方に当て
はまる方が利用の対象となります。

①精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病、知的障
害、身体障害等の障害や疾病などが背景にある方。

②就職や職場適応、復職に関し、相談や支援が必要であ
る方。

※当センター以外の各種障害者雇用援護制度を活用する
際には、障害者手帳が必要となることが多くあります。
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Ｑ2.利用には費用がかかりますか？

A.かかりません。

ただし、当センターの支援を利用する際に発生する交通費や昼食代はご自身
でご負担ください。また、当センターを利用するにあたっての給付制度等はあ
りません。
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Ｑ３.個人情報の取り扱いはどうしてい
ますか？

A.すべての個人情報は個人情報保護法及び当機構の定める
「個人情報の取り扱いに関する規程」などに基づき適切に
管理しています。

目的の範囲を超えて外部に情報が漏れることはありませ
んので、ご安心ください。
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職業評価・職業相談
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・どんな職場や仕事内容だと長く続けられるだろうか。
・就職の際に障害のオープン・クローズで悩むなぁ。
・自分の得意な点、苦手な点を整理したい。
・職場の人間関係で悩んでいるので相談したい。

・・・など

◎就職に向けて、センター利用者に対してまずは職業相談・職業評価を
実施。自分のことをよく知るために、職歴や情報の整理、作業や検
査などをします。

◎本人の得意な点、苦手な点、職場で
配慮が必要な点などを整理するものです。
働き方の希望と現状から望ましい取組を
整理していき、課題解決のための効果的
な支援を提案していきます。

・性格特徴や障害特性は？
・就職への基本的な職業準備性は？
・今までの職業経験は？
・作業の得意・不得意は？
・職場で必要な配慮事項は？
・職場、就労環境は？

職業相談・職業評価とは？
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【職業評価の流れ（例）】

初回

• 個別相談会での初回相談

• 今後のご希望、これまでの経過や現状を簡単にお聞きします。

2回目

• 面談

• 検査

3回目

• 作業

• 面談（作業状況の振り返り）

4回目

• 職業評価の結果の振り返り

• 今後の支援計画の提案

相談内容によって、
来所いただく回数
は増減があります

※職業評価の実施場所は、本庁舎（さいたま市桜区）もしくは支援室（さいたま市南区）のい
ずれかで実施します。実施場所はご相談内容によって異なりますので、個別相談時に担当カウ
ンセラーからお伝えします。

必要に応じて模擬的
就労場面（職業準備
支援室での作業体
験）を活用します
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相談や心理検査、作業検査等を行い、職業上の課題や取り組むべき

ポイントを明確化します。

・面談：就職／復職に関する希望、過去の経歴、就労に関して困って
いること等の相談

・検査：エゴグラム、気分検査、職業適性検査等
・作業：ワークサンプル等

●幕張ワークサンプル（ＭＷＳ）
OA作業、事務作業、実務作業に

大別された13種類によって構成さ
れています。
簡易版と訓練版に分かれ、作業

の疑似体験や職業上の課題の把握
等を行います。

【職業評価の内容】

14



【職業評価で整理をしていくこと】

職業適性

基本的労働習

慣

コミュニケーショ

ン能力

基本的生活リズム

体調管理・障害理解

○就労能力の自覚（作業適性・量）、○作業速度、○能率の向上
○指示理解、○作業の正確性、○作業環境の変化への対応

○一般就労の意欲、○作業意欲、○持続力、○働く場のルールの理解、
○危険への対処、○作業態度、○仕事の報告、○欠勤時の連絡、
○出勤状況（安定出勤）

○あいさつ、○会話、○言葉づかい、○協調性、○共同作業、

○非言語的コミュニケーションの理解、○感情のコントール、○意思表示

○起床、○生活リズム、○身だしなみ、○金銭管理、
○社会性（生活の中のルールを守る）

○食事、○定期的な外来通院、○服薬管理、○体調不良時の対処
○自分の障害・症状の理解 ○援助の要請（ＳＯＳ発信）

相談や作業・検査等を通して、ご本人の職業上の強み／弱みを整理します。
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ご提案
・本人
・家族
・支援機関
・ハローワーク

【職業評価結果】

・身体的側面

・精神的側面

・社会的側面

・職業的側面

【職業リハビリ
テーション計画】

提案①

提案②

提案③

【結果のフィードバック】
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【受付・個別相談会～相談までの流れ】

予約受付

個別相談（40分程度）

個別相談会に来所

場所：本庁舎
(埼玉県さいたま市  

          桜区下大久保136-1)

曜日：毎週火曜日

時間：①13時～
②14時～

内容：職業センターのサービ
ス内容の説明、個別相談

※事前に埼玉センターHPにてセン
ター説明動画を視聴した方は、来所
後すぐに相談が受けられます。

※祝日等で開催日程が変更となる場合があります 17



参考資料 ①

参考資料

1. 重度知的障害者判定業務

2. 事前相談（予備評価）

3. よくある質問
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参考１．重度知的障害者判定業務とは
☆対象者：療育手等所持者等で、知能指数が59以下、就職を目指している方
（就職にあたって、より手厚い支援が必要と考えられる方、判定についての説明を受け、
ご本人や家族が同意している方）

☆実施場所：障害者職業センター（本庁舎）

判定についての説明を受け、
ご本人・家族が同意する

ご本人が管轄のハローワーク
へ「判定実施依頼書」を提出

ハローワークが職業セン
ターへ判定の実施を依頼

検査の日程を調整
ご本人・保護者が職業セン
ターに来所し、判定を実施

「判定書」をご本人・ハロー
ワークへ送付

◎判定の流れ

◎重度と判定されるとどうなる？？

【本人】
より配慮を受けやすくなり、雇用の機会が増えたり、長く雇ってもらうことにつながると考えられます。

【事業所】
重度知的障害者を雇うと、ダブルカウント（障害者を2名雇ったことになる）となり、雇用率の増加につなが

ります。国から支給される助成金の額も変わることがあります。
※事業所からの重度判定依頼には対応できません。あくまでもご本人・家族の同意・依頼に基づき実施します。

参考資料 ①
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重度知的障害者判定に関するQ＆A

Q.判定書を紛失した場合どうすれば良いですか？

A.「判定書再交付申請書」をご本人（もしくはご家族）が記入のう
え、来所もしくは郵送にてご提出いただければ、再交付します。

Q.非重度と判定されたが、再度判定を受けることは可能で
すか？

A.判定実施日から5年後以降に再度判定を受けることが可能です。
ただしご本人やご家族からの希望に基づき実施します。

Q.重度判定を受けているか確認したいのですが？

A.ご本人またはご家族から職業センターへご連絡いただければ、す
ぐに確認ができます。ただし、個人情報保護の観点から、事業主や
福祉機関からの問合せにはお答えしかねます。

参考資料 ①

20



参考２．事前相談（予備評価）とは

• 当機構の国立職業リハビリテーションセンター
（所沢市）では、必要な知識や技能を習得するた
めに１年間の職業訓練を実施しています。

（６系・11科・17コース）

• 入所申請は、ハローワークを通じて行います。

• 高次脳機能障害、発達障害、精神障害、知的障害
のある方は、受講申請後、国立職業リハビリテー
ションセンターの職業評価の前に、当センターに
おいて事前相談（予備評価）を実施します。

参考資料 ①
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Ｑ１.職業紹介（職業のあっせん）を
受けたいのですが。

A.行っておりません。

職業紹介をご希望の場合は、ハローワークをご利用くだ
さい。

参考３．よくある質問
（職業相談・評価）

参考資料 ①
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Ｑ２.自分に合った仕事（適職）を
知りたいのですが。

A.適職診断のみは行っておりません。

職業選択の参考とするために職業適性検査を行うこと
もありますが、適性検査のみで適職が判定されることは
ありません。

職業適性検査の結果を参考に、自らの能力のバランス
を把握し、障害特性による職業上の課題、職業に対する
興味や関心などを整理していく中で検討していくことが
大切です。

職業に就き、その経験を重ねることで適性が培われて
いくこともあります。

参考資料 ①
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Ｑ３.埼玉県内に住んでいないと
利用できませんか？

A.居住地による利用制限はありません。

センターは全国各都道府県に設置されていますので、利
便性の良いセンターをご利用ください。

参考資料 ①
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Ｑ４.カウンセリングを受けられますか？

A.職業選択や職業生活に関する相談は可能です。

心理療法や治療的カウンセリングをご希望の場合は、
専門機関（医療機関など）のご利用ください。

参考資料 ①
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Ｑ5.職業相談・評価を利用したい場合、
どうしたらよいですか？

A.まずはお電話で説明会にお申し込みください。
直近の個別相談会の日時をご案内し、以下をお伺いします。

①お名前

②年齢

③診断名・手帳の種別

④当日までのご連絡先

⑤お住まい（市町村程度で構いません）

⑥ご相談内容・現状

また、個別相談会当日はご本人に以下①～③をお持ちいただくようにお願いしており
ます。支援機関利用中の方は支援機関の方に④の記入をお願いすることがあります。

①情報提供シート（様式はHPに）

②障害者手帳

③お薬手帳（定期通院・服薬をしている方のみ）

④事前調査票

参考資料 ①
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（２）職業準備支援について

資料 ②
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就職・雇用

職業相談・職業評価 職業リハビリテーション計画の策定
知的障害者判定・重度知的障害者判定

職 業 準 備 支 援
・障害特性や職業上の課題の
 把握及び改善
・職業に関する知識の習得
・社会生活技能等の向上

就職・復帰後の職場適応指導
ジョブコーチによる支援

（雇用前支援・雇用と同時支援・雇用後支援）

精神障害者職場復帰支援
・職場復帰のコーディネート
・リワーク支援

雇用継続 職場復帰

関係機関への援助
・関係機関に対する技術的助言・援助、協同支援、実習

・障害者の就労支援に関する基礎的研修、フォローアップ研修
ジョブコーチ研修（養成・サポート）

事業主支援
・障害者雇用に関する相談、援助

・事業主支援ワークショップによる企業の主体的取組の促進
・事業主支援計画に基づく体系的支援

・ハローワークによる雇用率未達成指導との連携

障

害

者

事
業
主

関
係
機
関

障害者職業センターの業務

求職活動支援
・職業相談
・面接同行
・職場実習
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職 業 準 支
援備

１．職業準備支援の概要
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利 用 目 的

障害特性や職業上の課題の把握・整理

課題に対する対処方法の検討・習得

安定した職業生活のためのスキル習得

模擬的な就労環境を設定した職業準備支援室へ一定期
間通所し、作業や講座を受講していただく、支援プロ
グラムです。
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･就業に向けた希望を踏まえて、課題の整理を進めます
･ニーズに応じた具体的な支援を提案します

利 用 面場

利
用
希
望

職業準備支援 職業
紹介

ジョブコーチ
支援

･支援ニーズの確認
･希望条件等の整理
･病状、障害特性の
整理
･職業能力の確認
･課題の整理
･具体的支援の提案

･課題／特性の整理
･課題に対する対処スキル  
の習得
･作業遂行に係る補完手段
の検討
･コミュニケーションスキ
ルの習得
･ストレス対処方法の習得
･就職活動の準備

･ハローワークに
よる職業紹介

※場合によって職
場見学や職場実習
の実施

支援内容は一人一人のニー
ズに応じて立てられた職業
リハビリテーション計画に
よって異なります。

･職務遂行力向上の支援
･作業遂行に係る補完手
段の導入

･コミュニケーションス 
キル等の応用
･ストレス対処に係る助
言

職業相談
職業評価
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利 用 対 象 者

【障害種別】

・発達障害

・精神障害

・高次脳機能障害

・知的障害

・身体障害

・難病 など
※障害者手帳所持の有無は問いません。

１
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利 用 対 象 者

□一般就労を目指す求職者

□就労支援機関（就労移行支援事業所、就労継続支援A型、就労継続支援B型、障害

者就業・生活支援センター、市障害者就労支援センター等）で支援を受けている者のうち当

センターの支援が必要な者

□入社までの期間に支援が必要な内定者

□復職を希望する休職者

□定着に向けて支援が必要な在職者（事業所が本センターへの通所を認めている者）

なお、職業準備支援を利用されている方々は、以下の条件を満たされています。

□体調管理、生活管理が自らできており、安定して通所できること。

□就職活動や復職する意志が明確にあり、支援期間終了後、すぐに就職活動を

進められる見込みがあること。

※就職活動に向け、ハローワークの専門援助部門登録をお勧めしています。

2
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職 業 準 支
援備

２．カリキュラムの内容
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【時間】
・10:00～15:00
・土、日、祝日は休講
※木曜日は10:00～12:00

【支援期間】

利 用 期 間

体験利用
（3～5日間）

本受講
（最長で１２週間）

フォローアップ

就職活動（見学・実習
等のマッチング支援）

就職

必要に応じてジョブコーチ支援へ移行

※利用期間や１日の時間等は、ご希望に合わせて個別に設定が可能です。

及び プ 内ロ グ ラ ム 容
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【プログラム内容】

・作業、講座、個別相談

利 用 期 間

作業

講座

振り
返り

‣作業を通じて課題や特性を把握

‣講座で習得したスキルを作業場面で実践

‣個別相談で効果や今後の課題･目標を確認

職場適応力の向上

及び プ 内ロ グ ラ ム 容
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※個々の目標や状況に応じて、必要なカリキュラムを相談の上選択します。
※作業の目的は技術獲得ではなく、課題や特性の把握に向けた取り組みです。

作 業 内 容 その他個別課題

軽作業系 事務系 個別相談

ピッキング OAワーク 課題共有

伝票仕分け 数値チェック ナビブック作成支援

プラグタップ組立 物品請求書作成 応募書類作成支援

作業日報集計 求人選択支援

アンケート入力

郵便仕分け

カ リ ラ ム １キュ
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職業準備支援の利用方法、安全確認等を学びます

自分にあった働き方を考えたり、就職活動に必要な知識を学習します

ジョブコーチ支援の実際について紹介してもらい、就職後、職場復帰後の支援について考

えます

障害の開示・非開示、ご自身の障害について理解とともに、ハローワークや事業所に自分の障

害特性や苦手なことを伝える手段の一つであるナビゲーションブックの作成の仕方を学びます

安全
講習

就活
講座

ジョブ
コーチ

講座紹介 １

ナビ
ブック

カ リ ラ ム ２キュ
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職場で円滑な対人関係を築いたり、日常の対人ストレスを軽減するため、SST（社会

生活能力技能トレーニング）の実践スキルを基に実際の場面を練習します。

ストレスについて理解を深め、ストレスサインを振り返るとともに、様々なストレ

ス対処方法を学びます。

ストレッチ、呼吸法、筋弛緩法、自立訓練法等のリラクゼーションの方法を学びます。

ストレス
対処

講座紹介 ２

SST

リラクゼー
ション

カ リ ラ ム 3キュ
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自分の気持ちや考えを職場の上司や同僚にうまく伝えられるよう、実際の職場を想定した場面

（挨拶、報告、質問、謝罪）を設定し、ロールプレイを行いながら練習します。

※JST（職場対人技能トレーニング）

問題状況分析シートの記入方法を理解し、問題の発生状況や原因を把握し、現実的な問題解

決策の選択ができるようになるための方法を学びます。

作業手順書作成演習を通じてメモの取り方、情報の整理の仕方について自分の特徴を知り、手

順書の作り方や活用法を学びます。

ＪＳＴ

問題
解決

マニュアル
作成

講座紹介 3

カ リ ラ ム 4キュ
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費用はかかりません。ただし、通所にかかる交通費及び昼食代は
自己負担となります。

安全面の観点から公共交通機関での通所をお願い致します。

職業準備支援をご希望の方につきましても、効果的なサービス
提供のために、職業評価を実施させていただきます。

利 用 に つ い て
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職 業 準 支
援備

３．各種コースのご案内
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短期利用者向けコース

• ナビゲーションブック作成コース

• 作業体験短期コース

• 内定者コース

43

目的に応じた短期利用のコースを
設けています

遠方の利用者向け
• オンライン職業準備支援

一部講座（ストレス対処講座、ナ
ビゲーションブック作成講座等）

をオンラインで実施
※個別に調整



埼玉障害者職業センター 職業準備支援

・ 就 労 支 援 を 受 け て い て 、

ナビゲーションブックとは

・自分の特徴 ・セールスポイント
・課題とその対処法
・会社に理解、配慮してほしいこと
・就職、復職時の希望
などをまとめたもの

利用料
無料

ナビゲーションブック
作成コ－ス

ナビゲーションブック
作成コ－ス

・ ご 自 身 の 特 性 の 整 理
を

裏面あり

ナビゲーションブックを作ることで
・ご自身について整理できる！
・就職時に会社に提示することもできる！

およそ1か月

初回面談 目的や目標を一緒に整理します（60分程度） １回

講 座
ナビゲーションブック作成のコツなどを学びま
す

１回

ワークシート作成
就労支援利用先（就労移行支援事業所等）で
ワークシートを作成します

利用先

個別相談
作成したワークシートをもとに相談を行います
（支援者の方の同席も可能です）

１～２回

模擬面接 面接対策を行います １回

期間

対象

内容

就 職 活 動
（ 職 場 見 学 ・ 実 習 ・ 求 人 へ の 応 募 ）

を 間 近 に 控 え て い る 方

希 望 さ れ て い る 方

本コースは、職業準備支援（12週間）の一部
を切り出した短期コースです
就職活動で活用するナビゲーションブックの
作成を目指して講座の受講や個別相談など
を行います



会場、お問い合わせ先

あわせて受けられる講座（希望制）

ストレス対処講座

リラクゼーション講座

ストレッチや呼吸法、筋弛緩法、自律訓練法等のリラクゼー
ション方法を紹介します。

ストレスについての知識を習得し、ご自身のストレスやストレス
サインを整理することを目指します。また、ストレス対処法の紹介
を通して、ご自身にあった対処法を見つけます。

TEL：048-872-1300
E-ｍａｉｌ：saitama-ctr＠jeed.go.jp

① ナビゲーションブック作成コース申込書

② 障害者手帳（お持ちの方）

③ お薬手帳（お持ちの方）

※ 就労支援状況がわかる書類があればご持参ください

担当：深山・石倉

初回面談時の持ち物

埼玉障害者職業センター 職業準備支援室

〒336-0027
さいたま市南区沼影1-20-1

武蔵浦和大栄ビル302号室

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部

武蔵浦和駅西口から徒歩１０分

下記お問い合わせ先へ電話又はE-mailでお申し込みください申込み



埼玉障害者職業センター 職業準備支援

利用料
無料

作業体験
短期コ－ス
作業体験
短期コ－ス

裏面あり

初回面談
ご本人、就労移行支援事業所の支援者、当セン
ターの三者で相談をし、目標を設定します。
〔目標例〕疲労への対処、正確な作業遂行、報連相の実践

１回

作 業
事務作業や実務作業を行います。
他の人と協力しながら行うこともあります。

３～５日

振り返り
ご本人、就労移行支援事業所の支援者、当セン
ターの三者でプログラムの振り返りを行います。

１回

対象

本コースは、職業準備支援（12週間）の一部を切り出した短期コースです

短期の作業を体験することで、就労移行支援事業所で学んだコミュニ
ケーションやストレス対処等の方法を普段とは違う環境でも実践できるの
か試し、職種検討の参考にしていただくためのコースです。

・就労移行支援事業所を利用中で、
  就職活動を開始予定の方

内容

＊全日程参加が原則です

＊初回面談と振り返りには、担当支援者の同席をお願いいたします

＊各日の終了時間は多少前後することがあります

＊年度末を目安に、所属施設の担当支援者より就職活動の状況を報告していただきます

＊年度内に就職を目指している方の受講を優先させていただきます

＊本プログラムを通じて得られたアセスメント結果は支援者と共有しますので、就労移行支援

事業所における今後の支援の一助としてご活用ください

本格的な就職活動前の

チャレンジにオススメ！



① 事前調査票（支援者作成）

② 自己紹介書（本人作成・現時点での特性や配慮事項）

③ 就職活動の計画案（今後の就職活動の方向性や時期など記載されているもの）

※ 就労支援状況がわかる書類があればご持参ください

会場、お問い合わせ先

TEL：048-872-1300
E-ｍａｉｌ：saitama-ctr＠jeed.go.jp

担当：深山・石倉

初回面談の際の持ち物

埼玉障害者職業センター 職業準備支援室

〒336-0027
さいたま市南区沼影1-20-1

武蔵浦和大栄ビル302号室

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部

武蔵浦和駅西口から徒歩１０分

～こんな作業を行います～

請求書の作成

ピッキング

郵便物の仕分け など

申込
み

下記お問い合わせ先へ電話又はE-mailでお申し込みください



埼玉障害者職業センター 職業準備支援

・ 障 害 の 診 断 を 受 け て い る 方 （ 障 害 者 手 帳 の 有 無 は 問 い ま せ ん ）

・ 採 用 が 内 定 し て い る 方

内定者コ－ス 利用料
無料

内定者コ－ス

対象

裏面あり

内定者コースは、スムーズに社会人生活をスタートするための「入社前
準備」コースです
初出勤までの間に当センターへ通所し、社会人として必要なコミュニケー
ションやビジネスマナーを確認します
カリキュラムは、ご相談の上、オーダーメイドで設定します

＊講座 の一例 … 職場対人技能トレーニング（JST)
        … ストレス対処

                         … リラクゼーション
                         … ナビゲーションブック作成

就職前に学べることを
学んでおきたい

社会人として必要な知識、
スキル、マナーを改めて
理解したい

入社後に合わせた
生活リズムを確認したい

内容

こんなご要望にお応えします！

期間 １週間から４週間で採用日に合わせて設
定

＊週１日から利用できます

時間
10：00〜15：00
（木曜日のみ10：00〜12：00）

入社前の「不安」を整理し、安心してスタートするために



会場、お問い合わせ先

TEL：048-872-1300
E-ｍａｉｌ：saitama-ctr＠jeed.go.jp

担当：深山・石倉

埼玉障害者職業センター 職業準備支援室

〒336-0027
さいたま市南区沼影1-20-1

武蔵浦和大栄ビル302号室

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部

武蔵浦和駅西口から徒歩１０分

カリキュラムの例 ２週間の場合

申込
み

下記お問い合わせ先へ電話又はE-mailでお申し込みください



埼玉障害者職業センター

・ 遠 方 の た め 埼 玉 障 害 者 職 業 セ ン タ ー へ の 通 所 が 困 難 な 方
・ 就 労 支 援 を 受 け て い て 、 就 職 活 動 （ 職 場 見 学 ・ 実 習 ・ 求 人 へ の 応 募 ）

を 間 近 に 控 え て い る 方
・ ご 自 身 の 特 性 の 整 理 を 希 望 さ れ て い る 方

利用料
無料オンライン職業準備支援

・「ナビゲーションブック作成講座」と「ストレス対処講座」をオンラインで受講
します

・どちらか一つのみの受講も可能です

① ナビゲーションブック作成講座

対象

内容

② ストレス対処講座

TEL：048-872-1300

E-ｍａｉｌ：saitama-ctr＠jeed.go.jp

担当：深山、石倉

埼玉障害者職業センター 職業準備支援室

〒336-0027
さいたま市南区沼影1-20-1

武蔵浦和大栄ビル302号室

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構埼玉支部

会場、お問い合わせ先

武蔵浦和駅西口から徒歩１０分

申込み 下記お問い合わせ先へ電話又はE-mailでお申し込みください

ストレスについて理解を深め、ストレスのサインを振り返るとともに、様々な対処法を
学ぶ講座です

ハローワークや事業所に自分の特徴や苦手なことへの対処法を伝える手段の一つで
あるナビゲーションブックの作成を目指す講座です

回数 目的に応じ個別に設定



（３）ジョブコーチ支援について

資料 ③
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就職・雇用

職業相談・職業評価 職業リハビリテーション計画の策定
知的障害者判定・重度知的障害者判定

職 業 準 備 支 援
・障害特性や職業上の課題の
 把握及び改善
・職業に関する知識の習得
・社会生活技能等の向上

就職・復帰後の職場適応指導
ジョブコーチによる支援

（雇用前支援・雇用と同時支援・雇用後支援）

精神障害者職場復帰支援
・職場復帰のコーディネート
・リワーク支援

雇用継続 職場復帰

関係機関への援助
・関係機関に対する技術的助言・援助、協同支援、実習

・障害者の就労支援に関する基礎的研修、フォローアップ研修
ジョブコーチ研修（養成・サポート）

事業主支援
・障害者雇用に関する相談、援助

・事業主支援ワークショップによる企業の主体的取組の促進
・事業主支援計画に基づく体系的支援

・ハローワークによる雇用率未達成指導との連携

障

害

者

事
業
主

関
係
機
関

障害者職業センターの業務

求職活動支援
・職業相談
・面接同行
・職場実習
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１．ジョブコーチ支援の概要
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・障害のある方が働く企業に一定期間「ジョブコーチ(職場適応援助者)」が訪問し、
本人と企業の双方に支援を行うサービスです。

・本人や企業の希望・特徴に応じて、個別に支援計画を立てて支援を行います。
課題や適応状況に合わせて、支援期間・訪問頻度・支援内容などをご提案します。

ジョブコーチ(職場適応援助者)支援とは？①
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Ⅱ 訪問頻度

支援期間 ３ヵ月～６ヵ月程度 (※最長８ヵ月まで利用可能。)
支援期間終了後のフォローアップ期間あり。

訪問頻度 集中支援期(前半)：週１～２回程度
移行支援期(後半)：月１～２回程度

※ご本人の状況によって調整します。

Ⅰ 支援内容

ジョブコーチ(職場適応援助者)支援とは？②

・職場内の相談スペースで、近況や仕事上の困り事
を確認し、状況の整理や改善に向けた助言を行いま
す。
・相談状況によっては作業場面への介入も可能。

相談中心型

・職場へ訪問し、作業の遂行状況や職場環境の確認
を行い、本人に合った仕事のやり方や指導の仕方な
どについて、本人と企業の双方に助言します。
・仕事上必要なコミュニケーションについて助言し
ます。

作業支援中心型

増加中

※利用のタイミングは、「雇用と同時」、「雇用後」、「休職からの復職時」のいずれも可能です。
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事業主

上司 同僚

管理監督者

人事担当者

ご本人

ジョブコーチ 家族

仕事の指示

仕事をする

・障害の理解にかかる社内啓発
・ご本人との関わり方に関する助言
・指導方法に関する助言

・作業遂行能力の向上支援
・職場内コミュニケーション能力の向上支援
・健康管理・生活リズムの構築支援

・安定した職業生活を送るための
家族の関わり方に関する助言

配置型ジョブコーチ(職場適応援助者)
地域障害者職業センターに所属

訪問型ジョブコーチ(職場適応援助者)
障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に所属

企業在籍型ジョブコーチ(職場適応援助者)
障害者を雇用している企業に所属

必要に応じ
連携・協力

ジョブコーチ(職場適応援助者) 支援のイメージ図

支援機関
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ジョブコーチ(職場適応援助者) 支援開始までの流れ
お問い合わせ

電話での聞き取り

•就職時期・事業所

名

•対象者情報 等

相談

•本人及び事業

所担当者と面

談

•ジョブコーチ

支援の説明と

ニーズの確認

支援計画の提案・

策定

•障害者および企業に

支援計画書（案）を

説明しながら、支援

開始に向けた打ち合

わせを行います。

支援開始

•関係者から同意を得

られた支援計画に

沿って、ジョブコー

チ支援を実施します。

お申込みから1か月程度で支援開始するケースがほとんどです。
※ケースによっては例外あり

～ジョブコーチ支援の利用が有効なケース～
・初期場面の不安・緊張が高く、入念な支援が求められる場合
・作業の習熟が必要なものの、事業所のみの対応では困難さがうかがえる場合
⇒ジョブコーチ支援は、本人と会社の同意が得られれば相談を開始します。
気になるケースがある場合には、お気軽にご連絡ください。
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２．支援の紹介（ＤＶＤ上映）
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３．よくある質問
（ジョブコーチ支援）

参考資料
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Ｑ１．おおよその本支援期間と
フォローアップ期間を教えてください。

⇒本支援期間は、平均的に３ヵ月～６ヵ月程度が多くを占めていま
す。

本支援期間終了後のフォローアップ期間は、本支援期間の結果によ
り個々に検討していきます。
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Ｑ２．どのタイミングで、利用に向け
ての相談をすると良いですか？
⇒雇用と同時、雇用後、復職と同時のいずれのタイミングでも可能で
す。支援が必要と考えられた時点で、一度ご連絡ください。

「ジョブコーチ支援について相談したい」とお伝え頂くとスムーズで
す。
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⇒ご依頼後に、アセスメントから実施しますので、

ステップ１ 事業所ご訪問し支援ニーズの確認

ステップ２ ご本人と相談し支援ニーズの確認等実施

ステップ３ 支援計画の策定後に説明と両者の同意後、

支援開始

以上の３ステップを経ての実施となります。よって、ご依頼時に、開始
日のご希望と今後のスケジュールをご調整させていただきます。

Ｑ３．依頼後すぐに支援は開始出来ますか？
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Ｑ４. 再度利用できますか？

⇒できます。

ただし、なぜ、再度利用する状況になったのか、どのような支援が必要と
されるのか、アセスメントからの開始となります。
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（４）事例紹介
～移行支援事業所に通所しながら当センター

のサービスを一部活用した事例～

資料 ④
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事例①
職業センターの職業評価を利用したAさん
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事例①

《Aさん》２０代の男性（発達障害）

●大学を卒業後、印刷会社に就職。

ミスが多い、報告が遅れ客先からクレームがくる等のトラブルを起こし、

上司から発達障害があるのでは、と指摘。

●その後、夜勤が辛かったこと、残業が多かったことから会社を自己都合退職。

退職後も上司から指摘を受けた内容が気になり、自らメンタルクリニックを受診。

知能検査・問診の結果「ASD・ADHD」の診断を受けた。障害者手帳（精神3級）を取得。

●最寄りのハローワークにて、専門援助部門の精神・発達障害者雇用トータルサポー

ターと相談し、就労移行支援事業所の利用を勧められ、利用開始。
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事例①

《Aさん》２０代の男性（発達障害）

●軽作業系の作業や報告・連絡・相談等のコミュニケーションの練習を行い、通所か
ら1年が経過したところで就活を開始。求人選定の段階でAさんは「フォークリフト
の仕事をしたい」と強く希望した。

●移行支援事業所では不注意によるミスが見られること、臨機応変な対応への苦手さ
があること、自ら段取りや時間配分を組み立てていくことへの苦手さが見られるこ
と等から、フォークリフトの求人は安全管理の観点から本人にマッチングしにくい
のではという懸念を持っていた。

●本人・ハローワーク・移行支援員の3者で度々ケース会議を行うが、本人の希望は
変わらなかった。
また、移行支援員からの提案でごみ回収・分別の仕事で職場実習を行い企業から高
評価を得るが、本人はその後応募を希望しなかった。
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事例①

《Aさん》２０代の男性（発達障害）

●本人の希望に沿って進めていく方向性が良いか、求人選択の幅を広

げていった方が良いのか。ハローワーク担当者からの提案で、当セン

ターの職業評価を受け、改めてAさんの得意不得意を整理することとなった。
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面談

検査

作業

◇MWS（幕張ﾜｰｸｻﾝﾌﾟﾙ）
・PCを用いたOA作業
・事務系課題
・ピッキング

◇MSFASアセスメントシートを
用いた聞き取り
・仕事への希望と背景
・定型場面のコミュニケーション
（挨拶・返事・お礼）
・柔軟なコミュニケーション（自発
的な質問・状況説明）
・ストレス場面と対処法 等

◇一般職業適性検査
・紙筆検査
・器具検査



事例①

●評価を通して得られたアセスメント結果
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できていること

• ルールの決まったピッキング作業→細かな

ルールに一部エラーはあるが再教示で習熟

可能

• 理解力、学習力は一般標準程度備わってい

る

• 挨拶、お礼等定型コミュニケーションは可

能

苦手と考えられること

• 速さを意識するとミスが出たり作業精度に

ムラが出やすい

• 確認箇所が多くなると見落としが出やすい

• 空間判断力が一般標準より低位

• 相手が説明中に唐突に話始めることがある



事例①

本人・移行支援員・ハローワーク・職業センターでケース会議

●評価の結果を共有。フォークリフトの求人を希望する場合慎重に検討が必要
なこと、ピッキングや仕分けの作業はルールが理解できれば正確に作業が可
能なことを説明。

●定型場面のコミュニケーションは訓練の成果もあり可能。しかし相手の意図
に応じた返答など柔軟なコミュニケーションは苦手と考えられ、支援者のサ
ポートが必要。また、本人のコミュニケーションの特徴と関わり方を就職先
の企業に伝えた方が良いことを提案。

●ケース会議の結果、求人の幅を広げて検討していく方向性となった。

→会議にて、ハローワーク担当者から病院や施設での皿洗いの作業が良いかも
しれないとの意見あり。具体的な求人を検討していくことに。
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参考：職業準備性のピラミッド

• 就労移行支援事業所等への
長期的な通所を通して得ら
れたアセスメント状況を伺
いながら、職業センターが
提供できるサービスを提案
しています。

• そのため対象となる方が就
労移行支援事業所通所中の
場合、支援員の方に①事前
調査票の記入、②相談場面
や必要に応じて検査場面等
への同席をお願いしていま
す。
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職業適性

基本的労働習慣

コミュニケーション能力

基本的生活リズム

体調管理・障害理解



事例②
就労移行支援事業所と

職業センターの職業準備支援を利用したBさん
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事例②

《Bさん》３０代の男性（発達障害・気分変調症）

＜就労移行支援事業所利用の経緯＞

●派遣社員としてWEB制作、ホームページ更新等の業務に従事。人間関係の不調、
派遣先の職場環境の変化、業務量増加等をきっかけに退職。

●同時期より、人との付き合い方、雑談の苦手さ、会議中に他のことについて考
えてしまい集中できない、といったことについて自身に発達障害があるのでは
ないかと感じ始めたこと、不安が強まった時に自己嫌悪に陥ったり衝動性が高
まる感覚があったことから通院開始。上記診断を受けることとなる。

●診断を受けたことで、就労に向けては自身の特性について整理する必要がある
と感じ、自身で就労移行支援事業所の利用について希望。利用に至る。
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事例②

＜障害者職業センター（職業準備支援）の利用に至った経緯＞
●特性の整理を希望し就労移行支援事業所へ通所開始するも、早期就職を希望し
ていたことから、十分に自己特性について整理出来ないまま就職活動にも取り
組む。しかし、就職活動は不調‥

●就職活動を行うにあたり、まずは特性の整理が必要であることを就労移行支援
事業所、本人で相談。特性の整理にあたってはナビゲーションブックの作成が
有効と感じたことから、就労移行支援事業所より、当センターの職業準備支援
の活用について情報提供、利用に至る。

→就労移行支援事業所を利用しながらナビゲーションブックの作成を希望したい、
早期に就職活動を進めていきたい、といったニーズがあったことから、職業準
備支援（ナビゲーションブック作成コース）を活用することとした。
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プログラムや仕事での体験

個別相談
（ふり返り）

ナビゲーションブック

ナビゲーションブック作成を通じ
て、自らの特性の理解をより深め
ることが出来ます。

参考：ナビゲーションブックとは

自分の特徴
セールスポイント
職業上の課題

自己対処していること
企業に依頼する配慮 等

気づき 面接場面

就業場面

支援者

本人

企業

支援者
本人 企業



参考：職業準備支援（ナビゲーションブック作成コース）

＜目標＞
・ナビゲーションブックの作成（自己特性、対処方法、事業所に理解・配慮いただきたい事項
の整理）
・自身に合ったストレス対処方法の確認

＜実施期間・内容＞
期間：4週間（当センターへは6日程度の通所）
内容：ナビゲーションブックの作成、ストレス対処講座の受講、作業体験（作業場面を通して
のストレス場面の確認、有効な対処方法の確認）

※ナビゲーションブックの作成にあたっては、支援期間中に
①作成に係る講座の受講＋ナビゲーションブック作成に係るワークシートの作成
②就労移行支援事業所との面談（第3者からの助言）
③当センターカウンセラーとの面談 → ナビゲーションブック（仮案）の作成
上記3段階を経て作成。
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〇職業準備支援（12週間）の一部を切り出した短期コースです
〇就職活動等で活用するナビゲーションブックの作成を目指して、講座の受講や個別相談を実施

通所期間や実施する内容については
個別で調整します



＜職業準備支援の効果＞

《ナビゲーションブックの作成》

・過去の職歴についての振り返りや、就労移行支援事業所、当センターでの作業
体験を経て気付いた内容について整理。

・自己特性について整理したシートを参考に、事業所向けに「配慮いただきたい
内容を具体的にまとめたもの」として作成。

《ストレス対処方法の検討》

・ストレスを感じた場面や、ストレスを感じることなく安定して作業遂行出来た
要因について整理（例：指示内容の優先順位や期限が明確だった等）

・自身のストレスサインについて把握し、早期にストレス対処することの大切さ
について理解。

・自身に合った具体的な対応策について検討、実施（例：飲水、席を離れてスト
レッチする等）し、効果について検証。 77

事例②



＜職業準備支援終了後から就職まで＞

●就労移行支援事業所の支援者と相談しながら、求人検索等就職活動を実施。

職場見学
（職場の雰囲気や仕事内

容を確認）

職場実習
（事前に特徴や配
慮事項を説明）

面 接
（改めて配慮事項

等を確認）

※就職後、本人、事業所の希望があれば、ジョブコーチ支援を導入することも
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→随時ナビゲーションブックを活用し、自ら配慮事項を説明

就 職
（現場に合わせて配
慮事項等を確認）

事例②



資料 ⑤

79

（５）リワーク(職場復帰)支援について



就職・雇用

職業相談・職業評価 職業リハビリテーション計画の策定
知的障害者判定・重度知的障害者判定

職 業 準 備 支 援
・障害特性や職業上の課題の
 把握及び改善
・職業に関する知識の習得
・社会生活技能等の向上

就職・復帰後の職場適応指導
ジョブコーチによる支援

（雇用前支援・雇用と同時支援・雇用後支援）

精神障害者職場復帰支援
・職場復帰のコーディネート
・リワーク支援

雇用継続 職場復帰

関係機関への援助
・関係機関に対する技術的助言・援助、協同支援、実習

・障害者の就労支援に関する基礎的研修、フォローアップ研修
・ジョブコーチ研修（養成・サポート）

事業主支援
・障害者雇用に関する相談、援助

・事業主支援ワークショップによる企業の主体的取組の促進
・事業主支援計画に基づく体系的支援

・ハローワークによる雇用率未達成指導との連携

障

害

者

事
業
主

関
係
機
関

障害者職業センターの業務

求職活動支援
・職業相談
・面接同行
・職場実習
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職業センターリワーク支援の特徴
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□ 現在所属している企業への職場復帰支援

□ 雇用保険適用事業所が対象

（国、地方公共団体、特定独立行政法人は支援対象外）

□ 受講料無料

□ 休職者、事業主、主治医の協力（同意）

□ 事業主、主治医との情報共有

□ 事業主への支援
□ プログラム内容が豊富

例：生活リズム、対人スキル、ストレス対処、コミュニケーション

□ 再発を防ぐための対策を検討（疾病管理、セルフケア）

□ 主体性を重視

□ 支援期間が設定されている（標準３カ月）

□ 医療スタッフはいない

□ 令和７年度開始者69名、職場復帰率94.6％（暫定値）

※職場復帰率：令和７年度開始者が令和８年度４月末までに復職した率



職業センターリワーク支援の目的
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□ うつ病など精神疾患で休職している方が、所属企業への復職にあたり、

復職後の安定した職業生活を送るための、リワーク(職場復帰)支援。

□ 休職者・事業主・主治医との復職後の安定に向けた協業
・開始前の打ち合わせ、体験利用（基礎評価）…コーディネート
・リワーク支援計画書への三者同意
・支援期間中の企業・主治医への状況報告

□ 休職中の方が所属する企業への支援
・復職後の雇用管理のため、支援での取り組み状況を対象者とともに報告。

併せて、確認できた留意事項等も報告。

・復職者受入体制の一助として、社員研修も可能。



□職場担当者と打ち合わせ内容

★方法：当方訪問、職場担当者の来所

電話・メール、Web会議

◆内容：

・リワーク支援の概要説明、

・リワーク支援を含めた復職までのスケジュール共有

・職場復帰を進める事業主の意思確認

・休職復職に関する社内制度、復職手続き、職場環境

・復職判断基準、リワーク支援への期待 等々
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職業センターリワーク支援の利用の流れ

＊関係機関のご担当者から
これまでの支援状況を
ご確認することがあります。
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リワーク支援プログラム（センター内支援）の概要

□来所日：休職者の体調に合わせ頻度を設定。

支援終盤は週５日の活動を目指す。

※10営業日以上の連続欠席または出席率50％以下の場合は支援中断を検討

□期間：標準３カ月

□利用時間：10時～15時（昼休憩１２～１３時）

□内容（ご本人の課題に応じて選択）

作業課題

読書課題

講座

集団作業プログラム 等々
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リワーク支援プログラム（センター内支援）のスケジュール

＜ある一週間の例＞

10:00    12:00 13:00 15:00

月

自
主
学
習

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

作業・個別課題

休
憩

コミュニケーション
講座

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ

火 作業・個別課題 ストレス対処講座

水 作業・個別課題 認知行動療法講座

木 作業・個別課題 クローズ

金 作業・個別課題
アンガー
コントロール講座
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リワーク支援プログラム（センター内支援）の内容①

プログラム名 内容

活動記録表
生活リズム、気分体調を自ら把握し、生活習慣の改善、体調の維持に
つなげる。

ストレッチ・
呼吸法

生活の中でできるストレス対処法として練習。
心身の変化に気付く。

読書課題
文書を読む、要約作成。
集中力、疾病や自らの特性の理解につなげる。

事務作業課題
書類照合、請求書作成、日報集計等。
集中力、注意力、疲労度の把握につなげる。

PC作業
数値文章入力、データ検索修正作業。
集中力、注意力、疲労度の把握につなげる。

復職基礎講座
病気の基礎知識、疾病管理のポイント、働く上での悩みとポイント等を紹介。
無理のない適切な取り組みを意識する。

ジョブリハーサル
／共同研究

複数名の共同作業。
スケジュール管理、他者との連携、疲労度等の把握。

グループ
ミーティング

テーマに基づき複数名で実施。
コミュニケーション傾向を確認し、不足している面を補う練習、
他者の意見を聞き、自分の意見を発信する練習。
他者視点、考え方に気づく。
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リワーク支援プログラム（センター内支援）の内容②

プログラム名 内容

ストレス対処と
再発予防講座

ストレス理解、今までの対処法や再発サインを振り返る。
再発予防に向けセルフケアの方策を検討、実践できることを目指す。

認知行動療法講座 認知行動療法を援用した講座。物事の捉え方、気分、身体反応、行動
との関連、現実的でバランスのとれた考え方や柔軟な考え方を学び、
ストレスに対処できることを目指す。

アンガ－コントロール
講座

怒りの感情が発生するメカニズムを学び、感情コントロールの習得を
目指す。

不安との付き合い方
講座

不安が発生するメカニズムを学び、不安との付き合い方を考える。

双極性障害講座 疾病についての心理教育。症状や対処方法を学ぶ。

アサーション講座 職場で使えるコミュニケーションスキルの１つ「アサーション」。
自分も他人もともに尊重する自己表現を学ぶ。

ライフキャリア講座 仕事と生活のバランス、価値観、好不調時のパターンを振り返る。
復職後の働き方を整理する。

プレゼンテーション 共同研究、終了時発表。
他者の前でプレゼンテーションを行う練習。

リワーク終了報告書
ナビゲーションブック
作成

リワーク支援の目標達成状況の振り返り。
自分自身のケア、会社に希望するラインケア等を伝える。
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リワーク支援プログラムの基本的な利用要件（休職者）

□ うつ病等により休職中の方で、復職に向けリワーク支援を受けることを

希望していること（主体的な取り組みが重要です）。

□ 主治医がリワーク支援を含め、復職に向けた取り組みを行うことに

同意していること。

□ 現在継続的に治療を受けており、通院、服薬の自己管理ができていること。

断酒していること。

□ 起床・就寝時間が安定し、平日の半日（４～５時間程度）自宅外活動が

できていること。

□ 支援期間の中盤以降に、＜ある１週間のスケジュール例＞の安定通所が

見込めること

□ 復職をテーマとした小集団でのグループ活動や事業主との相談ができる

程度に、症状が改善していること。
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リワーク支援プログラムの基本的な利用要件（事業主）

□ 事業所が雇用保険適用事業所であること。

□ 休職者の復職受け入れを予定していること。

□ リワーク支援期間中に休職者との面談を実施する等、

リワーク支援の効果的な実施に向けての協力が可能であること。

□ 復職に向け、産業保健スタッフによるケア、ラインケアについて

検討する用意があること。

リワーク支援プログラムの基本的な利用要件（主治医）

□ 休職者の症状管理や体調変化に応じた対応、復職にあたっての留意点等

に関する助言、治療計画の情報提供の協力が得られること。
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リワーク支援プログラムの基本的な利用要件（その他）

□ 障害者手帳の有無は問いませんが、治療を受けている方が対象。

□ リワーク支援の利用は、事業主・主治医の了承が必要。

★労働係争中の場合、復職に向け落ち着いて取り組める状況になってから

ご利用をお願いします。

□ 基礎評価→センター内支援へ移行は、「リワーク支援計画書」に対し、

「リワーク支援同意書」に休職者・事業主・主治医の三者の署名が必要。

□ 症状が安定しており、病識があること。

★利用期間中に、生命の危険等緊急度が高いと判断した場合、ご本人の了承なく、

ご家族、主治医、各行政機関等にご連絡することがあります。

（個人情報の保護に関する法律 第１６条第３項2に基づく）

□ 病状の悪化等により支援を継続することが困難な場合、支援を中止すること

がある。

□ 他疾病（脳血管障害、依存等）の二次症状として精神疾患がある場合は、

一次症状が完治・治療終了してからの利用を推奨。
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Ｑ．どのタイミングで休職者にリワーク支援を勧めるとよいですか？

□ 復職面談で、いきなりリワーク支援を勧められ、経済面への心配、

家族との希望の違い等から戸惑い、落胆することがあるので、

事前に書面等を活用しながらわかりやすく伝えておく。

□ 伝える際には、

①利用は十分な休息・治療を経て、活動できる状態になってから

②リワーク支援を利用する休職者のメリット

③初回面談から支援終了まで約半年かけて準備する内容

等を、併せて伝えておくと、見通しが立てやすい。

【補足】

関係機関ご利用中の方の場合には、事前にリワーク支援利用目的の確認や

役割分担など、打合せをお願いしております。
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リワーク支援説明会について

□ 日程 ※参加可能枠が決まっているため、待機（次回開催予定日案内）となる可能性があります。

①令和８年４月９日(木) ②令和８年５月７日(木) ③令和８年６月４日(木) 

④令和８年７月２日(木) ⑤令和８年８月６日(木) ⑥令和８年９月３日(木)

⑦令和８年１０月１日(木) ⑧令和８年１１月５日(木) ⑨令和８年１２月３日(木)  

⑩令和９年１月７日(木) ⑪令和９年２月４日(木) ⑫令和９年３月４日(木)

□ 時間 12：45開場、13：00開始、14：30終了（予定）

（内容：説明１時間／初回面談予約手続き30分程度）

□ 場所 下記お問い合わせ先地図参照

□ 予約電話番号 048-872-2100（受付時間８：45～17：00）



(6)就労支援者向けサービスのご案内

資料 ⑥
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就職・雇用

職業相談・職業評価 職業リハビリテーション計画の策定
知的障害者判定・重度知的障害者判定

職 業 準 備 支 援
・障害特性や職業上の課題の
 把握及び改善
・職業に関する知識の習得
・社会生活技能等の向上

就職・復帰後の職場適応指導
ジョブコーチによる支援

（雇用前支援・雇用と同時支援・雇用後支援）

精神障害者職場復帰支援
・職場復帰のコーディネート
・リワーク支援

雇用継続 職場復帰

関係機関への援助
・関係機関に対する技術的助言・援助、協同支援、実習

・障害者の就労支援に関する基礎的研修、フォローアップ研修
ジョブコーチ研修（養成・サポート）

事業主支援
・障害者雇用に関する相談、援助

・事業主支援ワークショップによる企業の主体的取組の促進
・事業主支援計画に基づく体系的支援

・ハローワークによる雇用率未達成指導との連携

障

害

者

事
業
主

関
係
機
関

障害者職業センターの業務

求職活動支援
・職業相談
・面接同行
・職場実習
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内 容

１．基礎的研修

２．基礎的研修フォローアップ研修

３．就業支援セミナー

４．職業リハビリテーションの

基本的な支援技法に関する助言

５．職業リハビリテーションの

基本的な支援技法に関する実践的援助

６．よくある質問
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支援経験が少ない障害
のため、アセスメント
で苦労している。

作業支援での場面設定、
指示、結果のフィード
バック等の方法を知り
たい。

的確な支援計画の作成
の仕方を学びたい。

職場定着支援の方法
を学びたい。

就業支援の基礎知識
を学びたい。

就労支援の知識、技術の習得、向上を
お手伝いします！

新たなプログラムを取
り入れたいので、相談
したい。

関係機関との連携、役
割分担による支援をう
まく進めたい。

事業所での職務の切り
出し方のコツを知りた
い。
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※基礎的研修の受講対象となる方

１．障害者の就労支援に関する基礎的研修
障害者の就労支援を担当している方を対象に、雇用・福祉の切れ目の
ない支援を可能とするために必要な基礎的な知識・スキルの習得を目
的とした研修です。
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※基礎的研修の流れ

基礎的研修は、就労支援の基礎的な内容を学ぶ初学者の方を対象としております。下記
受講を必須とされる方以外に、福祉、医療等の施設で就労支援を担当される方、企業で
障害者雇用の担当をしている方も受講対象となります。

◆受講を必須とされる方◆
障害者就業・生活支援センター 就業支援担当者
障害者就業・生活支援センター 生活支援担当者
就労移行支援事業所 就労支援員

就労定着支援事業所 就労定着支援員



※ 研修内容

【オンデマンド科目】
①就労支援の理念・目的
②就労支援機関の役割と連携
③障害特性と職業的課題Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ
（身体障害・難病・高次脳機能障害
知的障害･発達障害・精神障害）

④労働関係法規の基礎知識
⑤企業に対する支援の基礎 
⑥ケースマネジメントと職場定着の
ための生活支援・家族支援

⑦企業における障害者雇用の実際
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【集合研修科目】
①就労支援のプロセスⅠ・Ⅱ
②アセスメントの基礎
③地域における就労支援の取組
④オンデマンド研修の振り返り

基礎的研修 研修日程 【８年度の予定】

第１回 オンデマンド研修
集合研修（ポリテクセンター埼玉）

令和８年 ５月８日（金）～ ５月２７日（水）
令和８年 ６月２６日（金）

第２回 オンデマンド研修
集合研修（ポリテクセンター埼玉）

令和８年 ７月６日（月）～ ７月２４日（金）
令和８年 ８月２７日（木）

第３回 オンデマンド研修
集合研修（埼玉教育会館）

調整中
9月下旬

第４回 オンデマンド研修
集合研修（ポリテクセンター埼玉）

令和８年１２月３日（木）～１２月２２日（火）
令和９年 １月２９日（金）



２．基礎的研修フォローアップ研修
~就業支援者のための知識・スキル確認講座~

基礎的研修の雇用分野の内容を補完し、講義・演習を通じて就労支援
の基礎的な知識・スキルを振り返り、理解を深めるための研修です。

※対象となる方

福祉、教育、医療等の機関において就労支援を担当する方で、職業リハビリ
テーションに関する基礎的な知識及び技術を習得した方（①基礎的研修修了者、
②職場適応援助者養成研修又は障害者就業・生活支援センター就業支援担当者
研修を修了している方、③就労支援に関する実務経験を概ね1年以上を有する方
等）を対象としています。
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※研修日程と開催場所

令和８年１２月１８日（金） ポリテクセンター埼玉

科 目 内 容

アセスメント演習 アセスメントの視点、実施方法等の理解、
支援場面を想定した演習

障害者雇用の実際 企業における障害者雇用の取組、合理的配
慮の実践例、支援者に求めること等の講義

就労支援に必要とされる知識・ス
キル

就労支援に必要とされる知識・スキルの状
況を確認するツールを活用して、知識・ス
キル等の振り返りと意見交換



３．就業支援セミナー
障害者の就業支援を担当している方を対象に、講義と演習により、
専門的な技法の修得を目的とした研修です。

令和８年度の詳細が決まりましたら、ホームページにてお知らせ
します。

＜参考＞
令和７年度は、 MWS（ワークサンプル幕張版）の活用、MSFAS（幕張ス
トレス・疲労アセスメントシート）の活用、認知行動療法講座をテーマに
実施しました。

～受講者の声～
・アセスメントの視点やポイントが参考になった。
・日頃行っているアセスメントを振り返る機会になった。
・支援の中で実際に使える技法で勉強になった。
・他の支援機関の方と意見交換ができたことが、有意義であった。
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４．職業リハビリテーションの基本的な支援技法
に関する助言

効果的な就労支援を実施できるように、個別相談、ケース会議、職
員研修等により支援技法について助言します。

¸アセスメントの方法に関すること

¸障害特性に応じた支援方法に関す
ること

¸事業主支援に関すること

¸支援計画の作成に関すること

¸他の関係機関との連携方法に
 関すること

¸その他職業リハビリテーションに
関すること
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テーマ 内 容

障害特性と支援のポイン
トについて

障害種別ごとに、障害特性と職業上の課題、それに
応じた支援方法について解説し、理解を深める。

ワークサンプル幕張版
（MWS）について

就労支援におけるアセスメントと支援のためのツー
ルとして開発された幕張版ワークサンプル（MWS）
支援場面での活用方法について解説し、理解を深め
る。

職場対人技能トレーニン
グ（JST）について

職場での望まれる対人対応、コミュニケーションス
キルの習得支援であるJSTについて、実施方法や支
援のポイントを解説し、理解を深める。

ナビゲーションブックに
ついて

対象者が障害特性やセールスポイント、課題とその
具体的な対策などについて自己理解を図るとともに、
企業に説明する方法として、ナビゲーションブック
（自己紹介状）の作成について説明するとともに、
演習を行う。

関係機関のニーズを踏まえてオーダーメイドで
研修を実施しています。

＜参考＞過去に実施した研修の例です。
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関係機関からの
個別の相談にも対応しています。

◎「就労移行支援事業所の講座に、対人関係スキルに関するものを取り入れた
い。職業準備支援で行っている講座について知りたい」

→職業準備支援「職場対人技能トレーニング」を事業所スタッフが見学できる
ようにセッティングします。見学後、疑問点や導入にあたっての留意事項など
を説明します。
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◎「新規採用職員向けに、アセスメントに関する研修を行ってもらいたい」

→個別に日程を調整して、講義+アセスメントの演習を実施します。その後、
意見交換を実施します。

例１

例２



５．職業リハビリテーションの基本的な支援技法
に関する実践的援助

【協同支援】
支援機関の対象者に対して、当センター職員と支援機関職員が協同で
支援します。

「対象者の職場定着支援に向けて、ジョブコーチ支援の技法を参考にしたい」

→協同で支援する対象者のジョブコーチ支援において、事前調整、職場での支
援、ケース会議等の各場面に同行していただき、事業所との調整、事業所内で
の具体的な支援方法、事業所とのケース会議の持ち方等について、解説を実施
します。
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例



６．よくある質問
（就労支援者向けサービス）

参考資料
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Ｑ１．障害者職業センターが実施し
ている研修の情報を知りたい場合、
どうしたらよいですか？

●研修の情報は、埼玉障害者職業センターのホームページ
に掲載していますので、ご確認ください。

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/saitama/index.html
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Ｑ２．障害者の就業支援を行う上で
の困りごとを相談したい、職員研修
を行ってほしい等の希望がある場合
はどうしたらよいですか？

●お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

ご希望に合わせて、提供できるサービスを提案します。
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